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建物状況調査委任契約約款 

 

（総則） 

第１条  この建物状況調査委任契約約款（依頼申込書、受理証及び見積書を含む。以下「本約款」と

いう。）は、委任者及び受任者である住宅保証機構株式会社が、建物状況調査を行うにあたり締結す

る契約（以下「本契約」という。）について必要な事項を定める。 

２  委任者及び受任者は、日本国の法令等を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実にこの契約を

履行する。 

 

（用語の定義） 

第２条  本約款において「調査」とは、既存住宅状況調査技術者講習登録規程（平成２９年国土交通

省告示第８１号。以下「講習登録規程」という。）第２条第４項に規定する既存住宅状況調査をいう。 

２  本約款において「既存住宅状況調査技術者」とは、講習登録規程第２条第５項に規定する既存住

宅状況調査技術者をいう。 

 

（契約の目的及び範囲） 

第３条  受任者は、本約款、依頼申込書等に基づいて、調査を実施して調査結果を書面により委任者

に報告し、委任者と受任者は当該報告内容を確認するものとし、委任者は、当該調査に係る手数料

（以下「調査料」という。）の支払いを完了するものとする。 

２  受任者は、既存住宅状況調査技術者に既存住宅状況調査方法基準（平成２９年国土交通省告示第

８２号。以下「調査方法基準」という。）に基づく調査を行わせるものとする。 

 

（調査を実施しようとする住宅の基本的情報） 

第４条  委任者は、受任者に対して、調査を実施しようとする住宅（以下「調査対象住宅」という。）

の以下（1）から（6）までの基本的情報を書面により提出する。 

  （1）調査対象住宅の所在地 

  （2）調査実施を希望する日 

  （3）委任者の氏名、住所及び連絡先 

  （4）調査実施時に受任者と立会う者の氏名及び連絡先 

  （5）受任者が調査を実施するために必要な上記以外の事項 

  （6）既存住宅売買瑕疵保険への加入の希望に関する事項 

２  調査対象住宅の所有者及び居住者が委任者と異なる場合には、委任者は、調査の実施前に当該所

有者及び居住者から調査について承諾を得て、その書面を受任者に提出するものとし、委任者が当

該書面を提出できない場合には、受任者は調査を実施しないものとする。 

 

（調査が困難な場合） 

第５条  調査の実施にあたり、住宅の建て方（隣家等との距離）、床下・小屋裏点検口が無い場合、容

易に移動させられない家具等ある場合または台風時など通常の事前調査では予測不可能な状況によ
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り、打合せどおりの調査が不可能もしくは不適切であった場合は、委任者が受任者と協議して、実

情に適するように調査内容を変更し、または調査を中止する。 

２  前項において、調査日、調査料を変更する必要があるときは、委任者と受任者が協議してこれを

定める。 

 

（調査結果の扱い） 

第６条  受任者は、委任者の意向または調査結果にかかわらず、本契約における以下の判定または保

証は一切実施しない。 

  （1）調査対象住宅の瑕疵の有無の判定 

  （2）調査対象住宅に瑕疵がないことの保証 

  （3）建築基準関係法令等への適合性の判定 

  （4）調査対象住宅が、既存住宅売買瑕疵保険契約の対象となることの保証 

  （5）調査結果報告書の記載内容について、調査完了時点からの時間経過による変化または経年劣化

がないことの保証 

 

（調査対象住宅の売買等） 

第７条  委任者は、調査対象住宅の売買、交換又は賃借（以下「売買等」という。）を行う場合には、

調査結果に関する書面を、当該売買等に係る宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３

５条の規定による重要事項の説明等（以下「重要事項説明等」という。）に用いるため、当該売買等

を媒介する宅地建物取引業者に提供するものとする。 

２  受任者は、調査を実施した日から１年以内に調査対象住宅の売買等が行われる場合において、重

要事項説明等を補足する目的で、委任者又はその承諾を得た者から調査結果の再説明に関する依頼

があった場合で、別途費用を収受したときは対応できるものとする。 

 

（一括委任及び一括下請負の禁止） 

第８条  あらかじめ委任者の書面による承諾を得た場合を除き、受任者は受任者の責任において、調

査の全部を一括して受任者の指定する者に委任又は請負わせることができない。 

 

（権利及び義務などの譲渡の禁止） 

第９条  委任者及び受任者は相手方からの書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利ま

たは義務を第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。 

２  受任者は、この契約に基づく調査で得た情報等を個人のプライバシーを侵害しない範囲で統計処

理を行う場合を除き、委任者からの書面による承諾を得なければ、調査報告書、建物状況調査の結

果の概要及び調査を行ううえで得られた記録等を第三者に譲渡することもしくは貸与することはで

きない。 

 

（調査結果の保管） 

第１０条 受任者は、調査結果を調査を実施した日から 1年を経過する日まで保管するものとする。 
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（秘密の保持） 

第１１条  受任者は、調査を行う上で知り得た委任者の秘密および個人情報を第三者に漏らしてはな

らない。 

２  受任者は、第７条第２項の再説明を行う場合またはこの契約に基づく調査で得た情報等を個人の

プライバシーを侵害しない範囲で統計処理を行う場合を除き、委任者の承諾なく、調査報告書、建

物状況調査の結果の概要及び調査を行う上で得られた記録等を第三者に閲覧または謄写させてはな

らない。 

 

（完了確認及び調査料の支払い） 

第１２条  受任者が調査を完了したときは、調査結果を書面により委任者に報告し、委任者と受任者

は契約の目的物を確認する。 

２ 委任者は、受任者が別に定める期日までに調査料の支払いを完了する。 

 

（貸与品等の扱い） 

第１３条  委任者よりの貸与品等がある場合には、その受け渡し期日および受け渡し場所は委任者と

受任者の協議の上決定する。 

２  受任者は、貸与品を善良なる管理者として使用または保管する。 

 

（第三者への損害及び第三者との協議） 

第１４条  調査のため、第三者に損害を及ぼしたときまたは紛議を生じたときは、委任者と受任者が

協力して処理解決にあたるものとする。 

２  前項に要した費用は、受任者の責めに帰すべき事由による場合には、受任者の負担とする。なお、

委任者の責めに帰すべき事由による場合には、委任者の負担とする。 

 

（不可抗力による損害） 

第１５条  天災その他自然的または人為的事象であって、委任者及び受任者のいずれの責めに帰すこ

とのできない事由（以下「不可抗力」という。）によって調査を完了できなくなったときは、受任者

は委任者にすみやかにその状況を通知する。 

２  前項の場合に生じた損害について、委任者及び受任者が協議のうえ負担方法及び負担の割合を定

める。 

 

（瑕疵がある場合の責任） 

第１６条  調査結果または報告書の内容に瑕疵があり、これにより委任者に損害が生じた場合は、受

任者は損害賠償責任を負う。ただし、その瑕疵が、受任者の責に帰することができない事由による

ものであるときおよび第６条に規定する事故に起因する損害は、この限りではない。 

２ 前項の損害賠償責任に係る賠償額の上限は、調査料相当の額とする。 
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（調査内容の変更、一時中止または調査期間の変更） 

第１７条  委任者は、必要によって調査を追加、変更または一時中止することができる。 

２  前項により、受任者に損害を及ぼしたときは、受任者は委任者に対してその補償を求めることが

できる。 

３  受任者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、委任者に対してその理由を明示して、調査

期間の延長を求めることができる。延長日数は、委任者と受任者が協議して定める。 

 

（遅延損害金） 

第１８条  委任者が調査料の支払いを完了しないときは、受任者は遅滞日数の１日につき、支払遅滞

額に年 14.6％の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。 

２  受任者の責めに帰すべき事由により、調査予定期間内に調査を完了できないときは、委任者は遅

滞日数の１日につき、調査料から調査実施済部分に対する調査料相当額を控除した額に年 14.6％の

割合を乗じた額の違約金を請求することができる。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１９条  委任者と受任者は、相手方に次の各号の一つにあたるときは、何らの催告を要することな

く書面をもってこの契約を解除することができる。 

（1）役員等（委任者または受任者が個人である場合にはその者を、委任者または受任者が法人であ

る場合にはその役員またはその支店もしくは事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団員（以下この項

において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

（2）暴力団（暴力団員に不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下この号において同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（3）役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

２  この場合解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができる。 

 

（解除権の行使） 

第２０条  委任者は、次の各号の一に該当するときは、受任者に書面をもって通知してこの契約を解

除することができる。 

（1）受任者の責に帰すべき事由により、履行期限内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 

（2）受任者の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。 

（3）受任者の責に帰すべき事由により、受任者がこの契約に違反し、委任者が相当期間を定めて催

告してもその違反が是正されないとき。 

（4）前各号の他、受任者の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認め

られるとき。 

２  受任者は、次の各号の一に該当するときは、委任者に書面をもって通知してこの契約を解除する

ことができる。 

（1）委任者の責に帰すべき事由により、この契約に定める協議が成立しないとき。 



5 

 

（2）委任者の責に帰すべき事由により、委任者がこの契約に違反し、受任者が相当期間を定めて催

告してもその違反が是正されないとき。 

（3）前各号の他、委任者の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認め

られるとき。 

 

（紛争の解決） 

第２１条  本契約について、紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とし、または

裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。 

 

（補則） 

第２２条  この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、委任者と受任者が誠意をもって協

議して定める。 

 

 

 


